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財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程

（目的）

第１条 この規程は、堺市個人情報保護条例（平成14年堺市条例第38号）の趣旨に基づき、

財団法人堺市産業振興センター（以下「財団」という。）が保有する個人情報の適正な取

扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）をいう。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する

情報

イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(2) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(3) 法人文書 財団法人堺市産業振興センター情報公開規程第２条に規定する法人文書

をいう。

（財団の責務）

第３条 財団は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個

人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関し必要な措

置を講じなければならない。

２ 財団の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当

な目的に使用してはならない。

（個人情報取扱事務目録）

第４条 財団は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）を開始し

ようとするときは、当該事務の名称、内容、個人情報の対象者の範囲等を記載した個人

情報取扱事務目録を作成し、市民の求めに応じて閲覧に供さなければならない。

２ 前項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 財団の職員又は職員であった者に関する事務

(2) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(4) 物品若しくは金銭を送付し、若しくは受領し、又は業務上必要な連絡の用に供する

ため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

（収集の制限）

第５条 財団は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体
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的に明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り収集しなければならない。

２ 財団は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められ

るとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる

とき。

(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することが困難であり、か

つ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 市その他の行政機関若しくはこれらに準ずる団体（以下「市等」という。）から提供

を受けるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報の提供を受けることが事務事業の執行上やむ

を得ないと認められる場合又は事務の目的達成に必要と認められる場合であって本人

の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

３ 財団は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づく

とき、又は、公益上特に必要がある場合であって、個人情報取扱事務の目的を達成する

ために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと財団が認めるときは、

この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報

(2) 病歴その他心身に関する個人情報

(3) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

（利用及び提供の制限）

第６条 財団は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報を財団内部で利用し、

又は他の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当である

と認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる

とき。

(5) 財団内部で利用し、又は市等に提供することに相当の理由があると認められる場合

において、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められると
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き。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を利用し、又は提供することが財団の事務事

業所の執行に必要かつ不可欠なものであり、当該利用又は提供によって本人又は第三

者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

２ 財団は、他のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、

当該情報の提供を受けるものに対して、その使用目的若しくは使用方法の制限その他の

必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなけれ

ばならない。

（適正管理）

第７条 財団は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有す

る個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

２ 財団は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

３ 財団は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去し

なければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があると認め

られるものについては、この限りでない。

（委託に伴う措置等）

第８条 財団は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託するときは、

個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

（開示の申出）

第９条 何人も、この規程の定めるところにより、財団に対し、その保有する法人文書に

記録されている自己を本人とする個人情報の開示を申し出ることができる。

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の

申出（以下「開示申出」という。）をすることができる。ただし、本人が15歳以上の未成

年者の場合において、当該本人が反対の意思表示をしたときは、この限りでない。

（開示申出の手続）

第10条 前条の規定による開示申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面

（様式第１号。以下「開示申出書」という。）を財団に提出しなければならない。

(1) 開示申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示申出に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前２号に掲げるもののほか、財団が定める事項

２ 開示申出をしようとする者は、財団の定めるところにより、財団に対し、自己が当該

開示申出に係る個人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示申出にあって

は、開示申出に係る個人情報の本人の代理人であること。）を示す書類を提示し、又は提

出しなければならない。

３ 財団は、開示申出をしようとする者に対し、当該開示申出に係る個人情報の特定に必
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要な情報を提供するよう努めなければならない。

４ 開示申出をしようとする者は、財団が個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力

をしなければならない。

５ 財団は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者（以下

「開示申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この場合において、財団は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう

努めなければならない。

（個人情報の原則開示）

第11条 財団は、開示申出があったときは、開示申出に係る個人情報に次の各号に掲げる

情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示申出者

に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示申出者（当該開示申出者が代理人の場合は、本人をいう。以下同じ。）以外の者

に関する個人情報であって、開示申出者に開示することにより、当該開示申出者以外

の者の正当な権利利益を害すると認められるもの

(2) 法人（堺市、国及び他の地方公共団体（以下「堺市等」という。）並びに財団を除く。）

その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は開示申出者以外の事業を営

む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該

個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人

の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められ

る情報を除く。

(3) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(4) 財団及び堺市等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であっ

て、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれ、不当に市民（株主及び債権者等関係者を含む。）の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認

められるもの

(5) 営業上若しくは技術上その他財団の業務又は堺市等が行う事務事業（以下「事務事

業等」という。）に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業等若しく

は将来の同種の事務事業等の目的を損ない、又はこれらの事務事業等の公正若しくは

円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 未成年者の法定代理人により開示請求がなされた情報であって、開示することが当

該未成年者の利益に反すると認められるもの

(7) 法令等の規定により開示することができないと認められる情報

（部分開示）

第12条 財団は、開示申出に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不
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開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当

該不開示情報に係る部分以外の部分について開示しなければならない。

２ 開示申出に係る個人情報に前条第１号に規定する情報（開示申出者以外の特定の個人

を識別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、

氏名、生年月日その他の開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとな

る記述等の部分を除くことにより、開示しても開示申出者以外の個人の権利利益が害さ

れるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれ

ないものとみなして、前項の規定を適用する。

（個人情報の存否に関する情報）

第13条 財団は、開示申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示

情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで開示申出を

拒否することができる。

（開示申出に対する措置）

第14条 財団は、開示申出に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決

定をし、開示申出者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面（様式第２

号又は様式第３号）により通知しなければならない。

２ 財団は、開示申出に係る個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示申

出を拒否するとき、及び開示申出に係る個人情報を保有していないときを含む。）は、そ

の旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面（様式第４号）により通知しなけれ

ばならない。

３ 財団は、前２項の規定により開示申出に係る個人情報の全部又は一部を開示しないと

きは、開示申出者に対し、当該各項の規定により発する書面にその理由を示さなければ

ならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び

当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければなら

ない。

４ 前項の場合において、財団は、当該個人情報が不開示情報に該当しなくなる期日をあ

らかじめ明示できるときは、その期日を併せて付記しなければならない。

（開示決定等の期限）

第15条 前条第１項及び第２項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示申出があっ

た日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第10条第５項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 財団は、やむを得ない理由により前項本文に規定する期間内に開示決定等をすること

ができないときは、当該期間を15日を限度として延長することができる。この場合にお

いて、財団は、開示申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面（様式

第５号。第26条第２項において同様とする。）により通知しなければならない。

（開示決定等の期限の特例）
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第16条 前条の規定にかかわらず、財団は、開示申出に係る個人情報が著しく大量である

ため、開示申出があった日から起算して30日以内にそのすべてについて開示決定等をす

ることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示申出に係る

個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの部分について

は相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、財団は、

同条第１項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を書面（様式第６

号。第27条において同様とする。）により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの部分について開示決定等をする期限

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）

第17条 財団は、開示申出に係る個人情報に財団、国及び地方公共団体並びに開示申出者

以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、開示決定等

をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示申出に係る法人文書の表示その

他必要な事項を書面（様式第７号）により通知して、意見書（様式第８号）を提出する

機会を与えることができる。

２ 財団は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であっ

て、当該第三者に関する情報が第11条第２号ただし書に規定する情報に該当すると認め

られるときは、第14条第１項の決定（以下この条において「開示決定」という。）に先立

ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該

第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

３ 財団は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に

関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定を

するときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも２週間を置かなければな

らない。この場合において、財団は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者

に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面（様式第９号）によ

り通知しなければならない。

（開示の実施）

第18条 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書、図画、写真又はフィルムに記録され

ているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、

情報化の進展状況等を勘案して財団の定める方法（別表）により行う。

２ 財団は、前項の規定により閲覧に供し、又は写しを交付する場合において、当該個人

情報が記録されている法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その

他正当な理由があるときは、当該法人文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写し

を交付することができる。

（訂正の申出）

第19条 何人も、財団に対し、当該財団が保有する法人文書に記録されている自己を本人
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とする個人情報について、当該個人情報の内容が事実でないと思料するときは、その訂

正（追加及び削除を含む。以下同じ。）を申し出ることができる。

（削除の申出）

第20条 何人も、財団に対し、その保有する法人文書に記録されている自己を本人とする

個人情報について、当該個人情報が第５条の規定に違反して収集したものであると思料

するときは、その削除を申し出ることができる。

（中止の申出）

第21条 何人も、財団に対し、その保有する法人文書に記録されている自己を本人とする

個人情報について、当該個人情報が第６条の規定に違反して利用し、又は提供されてい

ると思料するときは、その中止を申し出ることができる。

（準用）

第22条 第９条第２項及び第13条の規定は、第19条の規定による訂正の申出、第20条の規

定による削除の申出及び前条の規定による中止の申出（以下「訂正申出等」という。）に

ついて準用する。

（訂正申出等の手続）

第23条 訂正申出等をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面（様式第10号。

第４項において「訂正等申出書」という。）を財団に提出しなければならない。

(1) 訂正申出等をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正申出等に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正申出等の内容

(4) 前３号に掲げるもののほか、財団が定める事項

２ 訂正の申出をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明又は

疎明できる資料を財団に提出し、又は提示しなければならない。

３ 第10条第２項から第４項までの規定は、訂正申出等をしようとする者について準用す

る。

４ 財団は、訂正等申出書に形式上の不備があると認めるときは、訂正申出等をした者（以

下「訂正等申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがで

きる。この場合において、財団は、訂正等申出者に対し、補正の参考となる情報を提供

するよう努めなければならない。

（個人情報の訂正等の義務）

第24条 財団は、訂正申出等があった場合は、必要な調査を行い、訂正、削除及び中止（以

下「訂正等」という。）をしないことにつき正当な理由があるときを除き、当該個人情報

の訂正等をしなければならない。

（訂正申出等に対する決定等）

第25条 財団は、訂正申出等に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をするときは、その

旨の決定をし、訂正等申出者に対し、その旨及び当該訂正等の内容を書面（様式第11号
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又は様式第12号）により通知しなければならない。

２ 財団は、訂正申出等に係る個人情報の全部の訂正等をしないとき（第22条において準

用する第13条の規定により訂正申出等を拒否するとき、及び訂正申出等に係る個人情報

を保有していないときを含む。）は、その旨の決定をし、訂正等申出者に対し、その旨を

書面（様式第13号）により通知しなければならない。

３ 財団は、前２項の規定により訂正申出等に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をし

ないときは、訂正等申出者に対し、当該各項の規定により発する書面にその理由を示さ

なければならない。

４ 財団は、第１項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該訂正申

出等に係る個人情報を提供したものに対し、訂正等の内容を通知しなければならない。

（訂正決定等の期限）

第26条 前条第１項及び第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正申出等があ

った日から15日以内にしなければならない。ただし、第23条第４項の規定により補正を

求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 財団は、やむを得ない理由により前項本文に規定する期間内に訂正決定等をすること

ができないときは、当該期間を15日を限度として延長することができる。この場合にお

いて、財団は、訂正等申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面によ

り通知しなければならない。

（訂正決定等の期限の特例）

第27条 前条の規定にかかわらず、財団は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めると

きは、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りるものとする。この場合において、財団

は、同条第１項本文に規定する期間内に、訂正等申出者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

（異議の申出があった場合の手続）

第28条 開示申出者又は訂正等申出者は、開示決定等又は訂正決定等に不服があるときは、

当該開示決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内

に、財団に対し、異議の申出をすることができる。

２ 前項に規定する異議の申出（以下「異議申出」という。）は、次に掲げる事項を記載し

た申出書（様式第14号。以下「異議申出書」という。）を財団に提出して行わなければ

ならない。

(1) 異議申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 異議申出に係る開示決定等又は訂正決定等

(3) 異議申出に係る開示決定等又は訂正決定等があったことを知った年月日

(4) 異議申出の趣旨及び理由
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(5) 異議申出の年月日

３ 財団は、異議申出があったときは、遅滞なく、堺市と協議し、書面（様式第15号）に

より回答するものとする。

（他の制度との調整）

第29条 法令等及び規則その他の規程に定めるところにより、自己情報の開示、訂正等を

求めることができるときは、その定めるところによる。

（費用の負担）

第30条 この規程に基づく申出に係る手数料は、徴収しない。

２ 第18条の規定により法人文書の写しの交付（電磁的記録にあっては、これらに準ずる

ものとして財団が定めたものを含む。）を受けるものは、その写しの交付に要する費用を

負担しなければならない。

（苦情処理）

第31条 財団は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければな

らない。

（委任）

第32条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、理事長が

定める。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、平成15年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規程の施行の際現に財団が行っている個人情報取扱事務については、第４条第１

項中「開始しようとするときは」とあるのは、「現に行っているときは」と読み替えて、

この規程の施行後すみやかに同項の規定を適用する。

（適用区分）

３ この規程は、平成15年10月１日以後に収受した個人情報を含む法人文書について適用する

ものとし、施行日前に収受した個人情報を含む法人文書については、開示申出及び訂正申出

等に対応できるよう編集整理されたものから順次適用するものとする。

附 則

この規程は、平成18年4月１日から施行する。
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別表

法 人 文 書 の 種 類 開 示 の 実 施 方 法 交付する媒体の規格 負担すべき費用の額

文書、図画及び写真
乾式複写機による写

しの交付

日本工業規格Ａ列３

番以下の大きさの用

紙

１枚につき 10円

フ ィ ル ム
印画紙に印画したも

のの交付

縦 89 ミリメートル、

横 127 ミリメートル

の印画紙

１枚につき 30円

録音カセットテープ

へ複製したものの交

付

日本工業規格 C5568
に適合する記録時間

120 分までのもの

１巻につき 250
円

ビデオカセットテー

プへ複製したものの

交付

日本工業規格 C5581
に適合する記録時間

120 分までのもの

１巻につき 350
円

用紙に出力したもの

の乾式複写機による

写しの交付

日本工業規格Ａ列３

番以下の大きさの用

紙

１枚につき 10円

電 磁 的 記 録

フロッピーディスク

へ複製したものの交

付

日本工業規格 X6223
に適合する幅 90 ミ

リメートルのもの

１枚につき 50円

（備考）１ 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を１枚として

計算する。

２ 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、理事長が別に定

める。

３ 写しを郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。
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様式第１号

個人情報開示申出書

年 月 日

財団法人堺市産業振興センター 御中

住所又は居所

（郵便番号 － ）

氏 名

電 話 番 号

財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第10条第１項の規定に基づき、次のとおり個人情

報の開示を申し出ます。

１
開示申出をする個人

情報の内容

住

所
２ 本人の住所及び氏名

氏

名

３

開 示 の 区 分

(希望する開示方法を

○で囲んでくださ

い。)

１ 閲覧又は視聴 ２ 写しの交付

４ ※本 人 等 確 認 欄

(1) 運転免許証 (2) 旅 券 (3) 健康保険被保険者証

(4) 国民年金手帳 (5) その他（ ）

(6) 代理人（ ）

５ ※備 考

（注）

１ 開示申出に際しては、本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券、健康保険被保険者証、

国民年金手帳等）を提出し、又は提示してください。

２ ２の欄は、代理人が開示申出をするときのみ記入してください。

３ 法定代理人による開示申出の場合は、申出者本人であることを証明する書類のほか、その資格を証明する書類(本

人の戸籍の謄本等)を提出し、又は提示してください｡

４ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます。

５ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第２号

個人情報等の開示のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けで申出のあった個人情報の開示については、財団法人堺市産業振

興センター個人情報保護規程第14条第１項の規定により、次のとおり個人情報の全部を開示する

ことを決定したのでお知らせします。

１
開示申出に係る個人

情報の内容

日 時 年 月 日 午前・午後 時 分

２
個人情報の開示をす

る日時及び場所

場 所

３ 開 示 の 方 法 １ 閲覧又は視聴 ２ 写しの交付

４ 備 考

（注）

１ 開示を受ける際には、このお知らせ及び本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券、健康

保険被保険者証、国民年金手帳等）を提出し、又は提示してください。

２ 法定代理人が開示を受ける場合は、このお知らせ及び申出者本人であることを証明する書類のほか、その資格を

証明する書類（本人の戸籍の謄本等）を提出し、又は提示してください。

３ 閲覧に当たっては、丁寧な取扱いを心がけ、改ざん、汚損、破損等のないようにしてください。

４ 日時の変更、その他の連絡は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第３号

個人情報の一部開示のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けで申出のあった個人情報の開示については、財団法人堺市産業振

興センター個人情報保護規程第14条第１項の規定により、次のとおり個人情報の一部を開示する

ことを決定したのでお知らせします。

１
開示申出に係る個人

情報の内容

日 時 年 月 日 午前・午後 時 分

２
個人情報の開示をす

る日時及び場所
場 所

３ 開 示 の 方 法 １ 閲覧又は視聴 ２ 写しの交付

４ 開 示 し な い 部 分

財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第11条第 号に該当

５ 開 示 し な い 理 由

６

財団法人堺市産業振興セ

ンター個人情報保護規程

第14条第４項の規定に該

当する場合の個人情報の

開示が可能となる時期

年 月 日。ただし、個人情報の開示を希望する場合

は、同日以後新たに開示の申出が必要となります。

７ 備 考

（注）

１ 開示を受ける際には、このお知らせ及び本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券、健康

保険被保険者証、国民年金手帳等）を提出し、又は提示してください。

２ 法定代理人が開示を受ける場合は、このお知らせ及び申出者本人であることを証明する書類のほか、その資格を

証明する書類（本人の戸籍の謄本等）を提出し、又は提示してください。

３ 閲覧に当たっては、丁寧な取扱いを心がけ、改ざん、汚損、破損等のないようにしてください。

４ 日時の変更、その他の連絡は下記までお問い合わせください。

５ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、財団に対して

異議申出をすることができます。

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第４号

個人情報の不開示のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けで申出のあった個人情報の開示については、財団法人堺市産業振

興センター個人情報保護規程第14条第２項の規定により、次のとおり個人情報の全部を開示しな

いことを決定したのでお知らせします。

１
開示申出に係る個人

情報の内容

□ 財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第11条第 号 に該当

□ 財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第13条に該当

□ 保有していない。

２ 開 示 し な い 理 由

３

財団法人堺市産業振興セ

ンター個人情報保護規程

第14条第４項の規定に該

当する場合の個人情報の

開示が可能となる時期

年 月 日。ただし、個人情報の開示を希望する場合

は、同日以後新たに開示の申出が必要となります。

４ 備 考

（注）この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、財団に対し

て異議申出をすることができます。

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第５号

回答期間延長のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けの申出については、次のとおり回答の期間を延長したので、お知

らせします。

□ 開 示（第15条第２項該当）

１
回答の期間延長に係

る申出の区分
□ 訂正等（第26条第２項該当）

２
１の申出に係る個人

情報の内容

３ 当 初 の 決 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

４ 延長後の決定期間 年 月 日から 年 月 日まで

５ 延 長 の 理 由

６ 備 考

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第６号

回答期間特例延長のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けの申出については、次のとおり回答の期間を延長したので、お知

らせします。

□ 開 示（第16条該当）

１
回答の期間延長に係

る申出の区分
□ 訂正等（第27条該当）

２
１の申出に係る個人

情報の内容

３ 当 初 の 決 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

４

１の申出に係る個人

情報の内容のうちの

相当の部分につき回

答する期間

年 月 日から 年 月 日まで

５
上記４の期間内に回

答をする部分

６
残りの申出について

回答をする期限
年 月 日まで

７
特例として延長する

理由

８ 備 考

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）



個人情報保護規程様式

財団法人堺市産業振興センター- 17 -

様式第７号

第三者に関する個人情報の開示についての意見照会書

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第10条第１項の規定に基づく開示申出に係る

次の個人情報の内容には、あなた（貴団体）に関する情報が含まれています。つきましては、同

規程第17条第１項の規定により意見を求めますので、同封の意見書により 年 月

日までに回答してください。

１
開示申出に係る個人

情報の内容

２

上記１に含まれてい

るあなた（貴団体）

に関する情報の内容

３ 備 考

意見書提出先

〒591-8025 堺市北区長曽根町１８３番地の５

財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第８号

意 見 書

年 月 日

財団法人堺市産業振興センター 御中

住所又は居所
（法人その他の団体にあっ

ては、主たる事務所の所在

地）

（郵便番号 － ）

氏 名
（法人その他の団体にあっ

ては、その名称及び代表者

の氏名）

電 話 番 号

財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第17条第１項の規定に基づき、先に照会のあ

りました個人情報の開示について、次のとおり意見を述べます。

１

開示の可否について

（右のいずれかを○

で囲んでください。）

ア 照会内容すべてを開示してよい。

イ 照会内容の一部又はすべてを開示しないでほしい。

（イを選択された場合は、開示してほしくない部分及びその理由

を、２の意見欄に詳しく記述してください。）

２ 意 見

３ ※備 考

（注）

１ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます。

２ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第９号

第三者に関する個人情報の開示決定のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けで提出された意見書に係る個人情報については、次のとおり開示

することを決定したので、財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第17条第３項の規定

に基づきお知らせします。

１ 開 示 決 定 の 内 容

２ 開示決定をした理由

３ 開 示 を す る 日 年 月 日

４ 備 考

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第10号

個人情報訂正等申出書

年 月 日

財団法人堺市産業振興センター 御中

住所又は居所

（郵便番号 － ）

氏 名

電 話 番 号

財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第23条第１項の規定に基づき、次のとおり個人情

報の 訂正・削除・中止 を申し出ます。

１
訂正等申出に係る個

人情報の内容

住

所
２ 本人の住所及び氏名

氏

名

１ 訂 正 ２ 削 除 ３ 中 止

３
訂正等を申し出る箇

所及びその内容

４ ※本 人 等 確 認 欄

(1) 運転免許証 (2) 旅 券 (3) 健康保険被保険者証

(4) 国民年金手帳 (5) その他（ ）

(6) 代理人（ ）

５ ※備 考

（注）

１ 訂正等申出に際しては、本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券、健康保険被保険者

証、国民年金手帳等）を提出し、又は提示してください。

２ 訂正の申出に際しては、訂正を求める内容が事実に合致することを証明し、又は疎明できる資料を財団に提出

し、又は提示してください。

３ ２の欄は、代理人が訂正等申出をするときのみ記入してください。

４ 法定代理人による訂正等申出の場合は、申出者本人であることを証明する書類のほか、その資格を証明する書類

(本人の戸籍の謄本等)を提出し、又は提示してください。

５ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます。

６ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第11号

個人情報の訂正等のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けで申出のあった訂正等について、申出のとおり 訂 正・削 除・

中 止 をすることを決定したのでお知らせします。

１
訂正申出等に係る個

人情報の内容

（訂正等年月日） 年 月 日

２
訂正・削除・中止の

内容

３ 備 考

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第12号

個人情報の一部訂正等のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けの訂正等申出について、次のとおり 訂 正・削 除・中 止

をすることを決定したのでお知らせします。

１
訂正申出等に係る個

人情報の内容

（訂正等年月日） 年 月 日

２
訂正・削除・中止を

行う部分の内容

３

訂正･削除･中止を行

わない部分の内容及

び訂正等をしない理

由

４ 備 考

（注）この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、財団に対し

て異議申出をすることができます。

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第13号

個人情報の不訂正等のお知らせ

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けの訂正等申出について、次のとおり 訂 正・削 除・中 止

をしないことを決定したのでお知らせします。

１
訂正申出等に係る個

人情報の内容

□ 財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第24条の正当な理由に該当

□ 財団法人堺市産業振興センター個人情報保護規程第13条該当

□ 保有していない。

２
訂正･削除･中止をし

ない理由

３ 備 考

（注）この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、財団に対し

て異議申出をすることができます。

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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様式第14号

異議申出書

年 月 日

財団法人堺市産業振興センター 御中

住所又は居所

（郵便番号 － ）

氏 名

電 話 番 号

財団法人堺市産業振興センター個情報保護規程第28条第１項の規定に基づき、貴団体の行った決定

に対し、次のとおり異議の申出をします。

１

異議申出に係る開示

決定等又は訂正決定

等

２
１の決定等があった

ことを知った年月日
年 月 日

３
異議申出の趣旨及び

理由

（注）この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます。
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様式第15号

異議申出についての回答書

第 号

年 月 日

様

財団法人堺市産業振興センター □印

年 月 日付けの異議申出については、財団法人堺市産業振興センター個人情報

保護規程第28条第３項の規定により、次のとおり回答します。

１ 決 定 の 内 容

２ 決 定 の 理 由

日 時 年 月 日 午前・午後 時 分

３

開示となった場合の

個人情報を開示をす

る日時及び場所
場 所

４ 備 考

（注） 開示となった場合（３の欄に日時等が記載されている場合）

１ 開示を受ける際には、このお知らせ及び本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券、健康

保険被保険者証、国民年金手帳等）を提出し、又は提示してください。

２ 法定代理人が開示を受ける場合は、このお知らせ及び申出者本人であることを証明する書類のほか、その資格を

証明する書類（本人の戸籍の謄本等）を提出し、又は提示してください。

３ 閲覧に当たっては、丁寧な取扱いを心がけ、改ざん、汚損、破損等のないようにしてください。

４ 日時の変更、その他の連絡は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ 財団法人堺市産業振興センター （電話０７２－２５５－３３１１）
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